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「国立公園における九州自然歩道の管理等に関する行政評価・監視」
の結果に基づく改善措置状況（２回目のフォローアップ） 

  

 総務省九州管区行政評価局(局長：小河 俊夫) は、九州管内に所在する国の行政機関や特殊法人等を対
象として、独自に調査テーマを設定し、現地的に改善の必要がある行政上の課題について調査を行い、関
係機関に対して改善を求めることとしています。  
 当局は、国立公園内の九州自然歩道利用者の安全確保、利便向上を図る観点から、平成25年12月から26
年３月にかけて、歩道･施設の維持管理状況等を調査し、同年３月26日に国立公園内の九州自然歩道を所管
する環境省九州地方環境事務所に対して所見表示(改善意見の通知)を行っています。 
 これに対して、環境省九州地方環境事務所から、改善状況についての回答(平成26年６月26日)があり、
公園施設巡視のための点検実施要領の改訂、関係自治体に対する施設の補修等の実施の要請、緊急情報の
提供など自然歩道利用者の安全確保対策や情報提供などの改善措置が講じられています。 
 今回、１回目の回答から６か月後の改善措置状況について、フォローアップを行いましたので、その結
果をお知らせします。 
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おごう  としお 



１ 九州自然歩道、標識等の維持管理 
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① 歩道・案内標識等の改善整備 
② 巡視・点検の的確な実施 

２ 利用者に対する情報提供の充実 

３ ビジターセンターの休憩・避難機能等の充実 

① 「九州自然歩道ポータルサイト」におけるルートの   
 正確な表示（地形図の確認） 
② サイトにおける「緊急情報」の充実、最新情報の提供 

○ ビジターセンターに、通信機器など災害時に稼働 
 させる必要がある機器の非常用電源の確保の検討 

①  国直轄管理の施設に係る要改善事例（12事例） のうち、  
    10事例改善。未改善のものは予算のめどが立ち次第改善 
    予定 
②  「国立公園等事業点検実施要領」の改訂 

①  九州各県に確認を要請した結果、福岡県３か所、長崎県    
  １か所、熊本県13か所、宮崎県３か所、鹿児島県３か所   
  で修正が必要との報告を受け、平成26年10月23日国土地  
  理院九州地方測量部に修正の申請を行っており、27年１ 
  月に修正を反映 
②  平成26年５月、「九州自然歩道ポータルサイト」に最新情  
    報を掲載 

○  非常用電源を設置することとし、環境省本省に予算の追 
   加を要求し、平成27年３月に購入 

「国立公園における九州自然歩道の管理等に関する行政評価･監視」の結果に基
づく改善措置状況(２回目のフォローアップ)<概要> 

調査実施時期：平成25年12月～26年３月 
所見表示先：環境省九州地方環境事務所 
所見表示日：平成26年３月26日 
回答日(１回目)：平成26年６月26日 
回答日(２回目)：平成26年12月26日 

主な所見表示事項 主な改善措置状況 

〈調査の背景〉 
・ 九州自然歩道は、全国２番目に昭和50年度から整備が開始された長距離自  
  然歩道。延長距離は2,932㎞(国立公園内の九州自然歩道の延長距離は478㎞)。   
  平成23年度の利用者数は841万5,000人 
・ 九州自然歩道については、整備開始から40年近く経過しており施設の老朽 
  化が進行。また、近年の豪雨による歩道の崩落や倒木等のため歩行が困難と   
  なっているなどの状況あり 

 
 
                        

※斜字は１回目の回答時に実施済み 



「国立公園における九州自然歩道の管理等に関する行政評価･監視」 

の結果に基づく改善措置状況(２回目のフォローアップ) 

 
〈実地調査時期：平成 25 年 12 月～26 年３月、所見表示先：九州地方環境事務所、所見表示日：平成 26 年３月 26 日、回答日(１回目)：平成 26 年６月 26
日、回答日(２回目)：平成 26年 12月 26 日〉 

主な所見表示事項 九州地方環境事務所が講じた改善措置 

１ 九州自然歩道、標識等の維持管理 

(通知事項の要旨) 

① 自然保護官事務所に対して、施設の設置位置等を記載した位置図の作

成及び活用並びに実施要領の点検項目等を活用した巡視等の実施を指導

するとともに、巡視により把握した要補修事例等について的確な対応を

実施する仕組みを整備すること。 

 

② 県執行区間については、県と協議を行い、当局の指摘事項等の計画的

な改善を図るとともに、公共標識の維持管理の視点も踏まえた定期的な

巡視を実施するよう県に要請すること。 

 

③ 公園事業未執行区間については、関係県との協議の上、案内標識等の

整備に努めること。 

(調査結果) 

○ 利用者の安全確保が不十分 

 ⇒ 歩道が崩落しているもの、歩道の階段が破損しているもの、分岐地点

に案内標識が未設置等 45事例 

○ 利用者の利便確保が不十分 

⇒ 歩道に障害物が設置されているもの、案内標識が倒壊･表示が風化劣化

しているもの、ベンチが破損しているもの等 41事例 

○ 巡視･点検、把握箇所への対応が不十分 

 
→：１回目のフォローアップ時に確認した事項 
⇒：２回目のフォローアップ時に確認した事項 

〈改善状況〉 

→① 「九州地方環境事務所国立公園等事業点検実施要領」を平成 26 年６月

16日付けで改訂し、直轄施設の巡視・点検に当たっては、施設の位置が

特定できる図面等を携行することとし、その旨関係自然保護官に周知し

た。また、巡視により把握した要補修事例等について的確な対応を実施

する仕組みについては、上記要領において、点検フローとして定めてい

るところであり、今後もこれに基づいた点検を徹底する。 

なお、要改善事例(12 事例)のうち、８事例改善した。 

⇒① 要改善事例(12事例)のうち、10事例改善した。未改善のものは予算の

めどが立ち次第改善する。 

 

→② 熊本県、大分県及び鹿児島県に対し、平成 26年６月２日付け事務連絡

「国立公園における九州自然歩道の管理等に関する行政評価･監視の結

果への対応について」を発出し、検討及び対応を要請した。 

また、九州自然歩道の適切な維持管理、安全点検の実施について九州

各県に対し、平成 26年６月２日付け環九地国発第 1406022 号「自然公園

における利用者の安全対策について」により要請した。 

なお、熊本県の要改善事例 33事例のうち３事例改善した。 

⇒② 熊本県の要改善事例 33 事例のうち８事例、大分県の要改善事例 38 事

例のうち８事例改善した。また、鹿児島県の要改善事例の５事例につい 



主な所見表示事項 九州地方環境事務所が講じた改善措置 

⇒ ２年間巡視していないもの、巡視等により把握した補修箇所を補修し

ていないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ては、３事例は年度内に改善を予定しており、その他２事例についても、

用地の確認及び用地所有者との協議後、改善を予定している。 

→③ 利用者と管理者との連携の場である九州自然歩道フォーラム等を通

じ、利用者の意見･要望を把握するとともに、未執行区間の所在する県と

協議･調整を進める。 

⇒③ 関係県に対し、平成 26年 11月 27日付け事務連絡「国立公園における

九州自然歩道の管理等に関する行政評価･監視の結果への対応について」

及び「九州自然歩道フォーラムミーティング(※)への参加の検討のお願

いについて」を発出し、参加を要請した。 

  ※ 九州自然歩道の管理者である行政機関とボランティア、ＮＰＯ等の九州自然歩

道関係団体との情報共有の場として開催 

 

２ 利用者に対する情報提供の充実等 

(1) ルートの正確な表示 

(通知事項の要旨) 

九州自然歩道ポータルサイトのハイカーズマップのルート表示と国土地

理院地形図とが異なっていないかどうか確認し、地形図が誤っている場合

には、国土地理院に修正申請を行うこと。 

また、今後、九州自然歩道のルート変更、廃止等が行われた場合、国土

地理院九州地方測量部に対し、速やかに情報提供を行うこと。 

(調査結果) 

○ ハイカーズマップのルート表示が国土地理院作成の地形図とで異なって

いるものあり 

 

 

 

 

 

〈改善状況〉 

→ 平成 26年６月２日付け事務連絡「国立公園における九州自然歩道の管理

等に関する行政評価・監視の結果への対応について」において、関係各県

に対し確認を要請し、その報告結果については、九州地方環境事務所でと

りまとめて、とりまとめ後速やかに国土地理院九州地方測量部に修正の申

告を行うことを予定している。 

⇒ 上記事務連絡に基づき、各県から報告を受けた結果、福岡県３か所、長

崎県１か所、熊本県 13か所、宮崎県３か所及び鹿児島県３カ所で修正が必

要との報告を受け、平成 26年 10月 23日国土地理院九州地方測量部に修正

の申請を行っており、27年 1月に修正が反映された。 



主な所見表示事項 九州地方環境事務所が講じた改善措置 

  

(2) 「緊急情報」による情報提供の充実 

(通知事項の要旨) 

「緊急情報」の掲載方針を定めた上で、九州自然歩道の利用者にとって

重要な情報については、県等から広く情報収集し、九州自然歩道ポータル

サイトに掲載すること。 

また、掲載した緊急情報の内容に変更があった場合には速やかに更新を

行い、最新の情報を提供すること。 

○ 「緊急情報」において、土砂災害や崩落等で通行できない等の情報や登

山規制の情報が未提供 

 

 

〈改善状況〉 

→ 平成 26年６月２日付け事務連絡「九州自然歩道ポータルサイトに掲載す

る情報について」において、掲載情報について整理し、関係自然保護官及

び県に通知するとともに、土砂災害等の大規模災害等によって通行止めと

なった区間など、九州自然歩道の利用者にとって重要な情報については、

速やかに連絡をするよう県等に要請した。 

また、指摘のあった事例については、平成 26 年５月に最新の「緊急情報」

を掲載した。 

 

(3) サイト利用の利便性の向上 

(通知事項の要旨) 

① ハイカーズマップのルート表示方法を改善するとともに、各県で区々

となっている表示方法を統一すること。 

② サイトマップを作成するとともに、リンク設定や動作環境の説明を掲

載すること。 

(調査結果) 

○ 国土地理院の地形図がハイカーズマップのルート表示により塗りつぶさ

れ、確認ができない。また、九州自然歩道の本線の色表示が各県で区々と

なっている。 

○ 九州自然歩道のポータルサイト掲載情報を一覧できるサイトマップが作

成されていない。また、ホームページ閲覧用のＯＳ、ウェブプラザに関す

る情報が掲載されていない。 

 

 

〈改善状況〉 

→① 「ハイカーズマップ」の表示改善については、平成 26年４月における

国土地理院のデータ形式の変更への対応に合わせてサイト更新を行うた

め、現在、本省に対し予算を要求中である。また、サイト更新に当たっ

ては、ハイカーズマップの表示方法の改善のほか、各県で不統一となっ

ているルートの色の統一を検討する予定。 

⇒① 現在、「九州自然歩道ポータルサイト内ルート情報作成等業務」を発注

して、請負者と業務内容の調整をしているところであり、国土地理院の

データ形式の変更への対応、ハイカーズマップの表示方法の改善のほか、

各県で不統一となっている本線、支線等のルート区分やルートの色の統

一を検討する等、九州自然歩道利用者団体である九州自然歩道フォーラ

ムにおいて利用者の意見も取り入れながら、利用者のニーズに合った改

善を年度内に行い、利便性を向上させる予定である。 



主な所見表示事項 九州地方環境事務所が講じた改善措置 

 

 

 

 

→② 平成 26年５月に、九州自然歩道ポータルサイトのサイト内の掲載情報

を確認できるサイトマップを作成するとともに、リンク設定や動作環境

の説明の掲載を行った。 

 

３ ビジターセンターの休憩･避難機能等の充実 

(通知事項の要旨) 

① えびのエコミュージアムセンター館内に休憩スペースを確保するとと

もに、ペレットストーブの配置を検討すること。 

② 長者原ビジターセンター及びえびのエコミュージアムセンターについ

て、通信機器を含めて災害時等に稼働させる必要がある機器の非常用電

源を確保することを検討すること。 

(調査結果) 

○ えびのエコミュージアムセンターの休憩スペースは、館外に設置された

テーブル及びベンチのみとなっている。また、館内の暖房設備の稼働も制

限されている。 

○ 長者原ビジターセンター及びえびのエコミュージアムセンターには、災

害時における非常用電源が未設置 

 

 

〈改善状況〉 

→① 休憩スペースの設置及びペレットストーブ等の暖房器具の配置を検 

討した結果、既にベンチ等が整備されており、これまで特段利用者から

の要望も聞かれていないことなどから、十分な休憩機能は有していると

判断したところであるが、指摘を踏まえ今後も引き続き利用者の利便向

上に配慮し、主に聞き取りによる利用状況や要望の把握に努める。 

⇒① 平成 26 年 10 月の霧島山(えびの高原硫黄山)の火口周辺警報発令、こ

れによるえびのエコミュージアムの閉鎖等の緊急事態に伴い、現在のと

ころ、アンケート調査の実施は難しいが、事態が平常化した際には、来

館者に対するアンケートを実施し、要望を把握するなど、積極的に利用

者のニーズの把握に努めたい。 

 

 

→② 非常用電源を設置することとし、今後環境省本省に予算の追加を要望

していく予定である。 

⇒② 今年度中に、非常用電源を購入予定である。 
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